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大阪第一・第二運輸所ダイヤ改正（行路・交番）に関する申し入れ

１月１９日、会社は、次期ダイヤ改正における「行路・交番他」を提示したが、乗務員

の安全・健康が確保されていない内容となっているために以下のとおり申し入れる。

よって早急に労使協議の場を設定すること。

記

１．運転士・車掌共通

①食事時間帯の労働外時間（食事・トイレ）を、４５分確保すること。

②日勤行路は９：００～１８：００で設定すること。

③日勤行路は、拘束１０時間以内にすること。

④休日前の退出は、１３時までで作成すること。

⑤品川駅泊の起床後の徒歩時分を労働時間とすること。

⑥拘束時間２４時間を超える行路の訓練指定をやめること。

２．運転士

①大一両～新大阪、１８２５Ａを定期回送列車として設定し、大一両での長時間に及ぶ

労働外時間を短縮すること。また臨時列車設定時は、直近の臨時列車便乗を指定し拘

束時間を短縮すること。

②ＡＢ廻しは１２分以上時間を確保すること（大阪第一運輸所Ｂ３２２行路６９８Ａ

から入６９８Ａ及び、大阪第二運輸所Ｂ４１２行路入４９１Ａから４９１Ａ）。

③大阪第二運輸所４組の居流し行路を泊行路に代えること。

３．車掌

①日勤行路の東京段落ち時間を２時間以内とすること。

②大二輸３６１７行路（東京泊）、３７１７行路（三島泊）、３８１７行路（新横浜泊）

のクルーの分割行路を止めること。

③新大阪～名古屋「こだま」の車掌乗務は３人乗務とすること。

④準備時間を、発前・着後とも加算し、退出点呼は退出時刻の１０分前とすること。

⑤三島の着発からの徒歩時間を４０分とすること。

４．その他

①大一輸、大二輸の運転士交番周期を明らかにすること。

②乗り組み基準を小交番制から大交番制にすること。



③訓練の待ち時間は１時間以内とすること。

④大一両６時台発車の運転整備は着発指定とすること。

⑤乗務員待機室でのＤＶＤ放映をやめること。

以上


